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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　紙葉類の認識処理を行う紙葉類処理装置において、
　紙葉類の画像を読取る画像読取手段と、
　前記紙葉類に付された番号を認識するための番号認識条件を記憶する番号認識条件記憶
手段と、
　前記番号認識条件記憶手段に記憶された番号認識条件に基づいて、前記画像読取手段で
読取った画像から前記紙葉類の番号を認識する画像処理・文字認識手段と、
　を備え、
　前記画像処理・文字認識手段は、
　前記画像読取手段で読取った紙葉類の画像から前記紙葉類の番号部分の画像を切り出す
画像処理手段と、
　前記画像処理手段で切り出された番号部分の画像から前記紙葉類の番号を認識する文字
認識手段と、
　を有し、
　前記番号認識条件記憶手段中の前記番号認識条件は、
　前記紙葉類に付された番号のうち所定位置の番号を前記文字認識手段によって認識する
のか、または前記紙葉類に付された複数の位置の番号を前記文字認識手段によって認識す
るのかを示す所定位置優先情報、
　前記画像処理手段によって切り出された前記番号部分の画像のサイズ変更処理を行うか
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否かのサイズ変更情報、
　前記画像処理手段によって切り出された前記番号部分の画像の回転処理を行うか否かの
回転情報
　の少なくともいずれか一つを含むことを特徴とする紙葉類処理装置。
【請求項２】
　前記番号認識条件記憶手段中の番号認識条件を設定または変更する認識条件設定手段を
さらに備えることを特徴とする請求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項３】
　通信回線を介して接続される他の情報処理端末と通信を行う通信インタフェース手段を
さらに備え、
　前記通信インタフェース手段を介して、前記他の情報処理端末によって設定または変更
された前記番号認識条件が、前記番号認識条件記憶手段に設定されることを特徴とする請
求項１に記載の紙葉類処理装置。
【請求項４】
　前記画像処理・文字認識手段によって認識された前記紙葉類に付された番号を用いて、
前記紙葉類の真偽判別を行う真偽判別手段をさらに備えることを特徴とする請求項１に記
載の紙葉類処理装置。
【請求項５】
　複数の記番号が印刷された紙葉類の画像を読取る画像読取手段と、
　前記画像読取手段で読取った画像から前記紙葉類に付された前記複数の記番号を認識す
る画像処理・文字認識手段と、
　前記画像処理・文字認識手段で認識した前記紙葉類の番号を用いて前記紙葉類の真偽判
別を行うための真偽判別条件を記憶する真偽判別条件記憶手段と、
　真偽判別条件記憶手段に記憶された真偽判別条件に基づいて前記紙葉類の複数の番号間
の一致判定を行う真偽判別のための照合を行う照合手段と、
　を備えた紙葉類の真偽判別を行う紙葉類処理装置において、
　前記真偽判別条件記憶手段の前記真偽判別条件は、前記画像処理・文字認識手段で認識
された紙葉類を偽券でないと判別する基準となる前記複数の番号の各桁間の許容一致数を
示す許容基準一致文字数を含み、
　前記照合手段は、前記複数の番号の各桁間の文字の一致文字数が、前記許容基準一致文
字数以上である場合に、前記画像処理・文字認識手段で認識された紙葉類を偽券でないと
判別することを特徴とすることを特徴とする紙葉類処理装置。
【請求項６】
　紙葉類の画像を読取る画像読取手段と、
　前記画像読取手段で読取った画像から前記紙葉類に付された番号を認識する画像処理・
文字認識手段と、
　偽の紙葉類の番号である偽券番号を記憶する偽券番号記憶手段と、
　前記画像処理・文字認識手段で認識した前記紙葉類の番号を用いて前記紙葉類の真偽判
別を行うための真偽判別条件を記憶する真偽判別条件記憶手段と、
　真偽判別条件記憶手段に記憶された真偽判別条件に基づいて前記紙葉類の番号と前記偽
券番号記憶手段に記憶されている偽券番号とを照合して前記紙葉類の真偽判別のための照
合を行う照合手段と、
　を備えた紙葉類の真偽判別を行う紙葉類処理装置において、
　前記真偽判別条件記憶手段の前記真偽判別条件は、前記画像処理・文字認識手段で認識
された前記紙葉類を偽券と判別する基準となる、前記偽券番号と前記紙葉類に印刷された
番号の各桁の最小一致数を示す基準最小一致文字数を含み、
　前記照合手段は、前記画像処理・文字認識手段で認識された前記紙葉類の番号と前記偽
券番号記憶手段中の前記偽券番号との間の一致文字数が、前記基準最小一致文字数以上で
ある場合に、前記紙葉類を偽券であると判別することを特徴とする紙葉類処理装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、紙幣や小切手、手形、商品券などの紙葉類を識別するための紙葉類処理装置
に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、紙幣の真偽判別を行う装置において、複製券や偽造券などの偽券の記番号を記憶
手段に記憶しておき、投入された紙幣から読取った記番号と記憶手段に記憶された偽券の
記番号とを比較照合し、偽券の記番号と一致した場合には投入されたその紙幣は偽券であ
ると判定する装置が知られている（たとえば、特許文献１参照）。さらに、偽券であるこ
とを検出する精度を上げるために、記番号のほかに、紙幣の長さ、磁気パターン、画像パ
ターンについての判定処理も行い、すべての判定処理で真券と判定された場合に、投入さ
れた紙幣は本物の有効な紙幣であると判定していた。
【０００３】
　また、従来、金融機関の紙幣入出金装置がホストコンピュータに接続されたシステムに
おいて、各紙幣入出金装置は、入出金される紙幣の記番号をその入出金処理を行った人の
口座番号と対応付けて記録し、ホストコンピュータが各紙幣入出金装置に記録された情報
を読出し、紙幣の流通分析、盗難紙幣の摘出などの種々の分析を行う技術も提案されてい
る（たとえば、特許文献２参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開平８－７１５１号公報
【特許文献２】特開平４－１３１９８６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、偽券は様々な種類のものが存在している。たとえば、偽券としては、偽券と
判定された記番号のうちの上位や下位の二桁や三桁の数字の部分を変更したものが確認さ
れている。このような偽券の識別においては、既に偽券と判定された記番号と所定の割合
以上で記番号が一致する場合に偽券であると判定することが、紙葉類識別装置の所有者に
とっては偽券を受け取ってしまうリスクを軽減する手立てとなる。
【０００６】
　このほかにも、１枚の紙幣の一方の面の左右両側に記番号が印刷されている紙幣を扱う
国においては、有効な紙幣と偽造した紙幣を紙幣のほぼ半分の位置で精巧に継ぎ合わせた
偽券や、有効な紙幣の半分同士を精巧に継ぎ合わせた偽券が存在する。このような場合に
は、一箇所の記番号のみを読取って識別を行うのか、それともそれらのすべての記番号を
読取って識別を行うのか、後者の場合にはさらに読取った複数の記番号が一致するかの判
定を行うかなど、記番号の識別方法として種々の対策が考えられる。
【０００７】
　このように、実際の紙幣の記番号の識別においては、種々の事態を想定して記番号の判
定処理を行う必要があるが、上記従来の技術では、予め登録された記番号に一致する記番
号を有する紙幣か否かの一律な基準での判断しか行うことができないという問題点があっ
た。
【０００８】
　また、偽券ではないが、紙幣の偽造防止の目的のために、マレーシアやシンガポールの
紙幣の記番号のように、記番号の大きさが末広がりとなっているような、異なる大きさで
印刷されている紙幣がある。従来における紙幣の記番号の大きさが均一である場合の記番
号の判定処理は、記番号部の切出しを行い、そのエリアのセグメント分けを実施し、予め
用意されている文字フォントの辞書に対するマッチングを実施して文字認識を行っていた
。しかし、この文字認識方法では、上記した紙幣の記番号の大きさが異なる大きさで印刷
されている紙幣には対応できないという問題点があった。
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【０００９】
　さらに、従来の紙葉類識別装置においては、たとえば日本国内で使用されている紙幣の
真偽判定を行う紙葉類識別装置で、種々の海外紙幣の処理を実行しようとする場合には、
そのまま適用することができず、その都度、処理の目的に適したものを開発していくこと
になり、効率が非常に悪いという問題点があった。また、小切手や商品券などにおいても
、様々な種類のものがあり、上記紙幣と同じような問題が起こる可能性がある。
【００１０】
　そこで、本発明は、上述した従来技術による課題を解消するためになされたものであり
、紙幣の記番号や小切手、商品券などの番号を認識したり、認識した番号などにより紙葉
類の真偽判別を行ったりする紙葉類処理装置において、番号の認識条件や真偽判別条件な
どを任意に設定または変更することができる紙葉類処理装置を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記目的を達成するため、本発明にかかる紙葉類処理装置は、紙葉類の認識処理を行う
紙葉類処理装置において、紙葉類の画像を読取る画像読取手段と、前記紙葉類に付された
番号を認識するための番号認識条件を記憶する番号属性情報記憶手段と、前記番号認識条
件記憶手段に記憶された番号認識条件に基づいて、前記画像読取手段で読取った画像から
前記紙葉類の番号を認識する画像処理・文字認識手段と、を備え、前記画像処理・文字認
識手段は、前記画像読取手段で読取った紙葉類の画像から前記紙葉類の番号部分の画像を
切り出す画像処理手段と、前記画像処理手段で切り出された番号部分の画像から前記紙葉
類の番号を認識する文字認識手段と、を有し、前記番号認識条件記憶手段中の前記番号認
識条件は、前記紙葉類に付された番号のうち所定位置の番号を前記文字認識手段によって
認識するのか、または前記紙葉類に付された複数の位置の番号を前記文字認識手段によっ
て認識するのかを示す所定位置優先情報、前記画像処理手段によって切り出された前記番
号部分の画像のサイズ変更処理を行うか否かのサイズ変更情報、前記画像処理手段によっ
て切り出された前記番号部分の画像の回転処理を行うか否かの回転情報の少なくともいず
れか一つを含むことを特徴とする。
【００１２】
　さらに、本発明にかかる紙葉類処理装置は、上記の発明において、前記番号認識条件記
憶手段中の番号認識条件を設定または変更する認識条件設定手段をさらに備えることを特
徴とする。
【００１３】
　また、本発明にかかる紙葉類処理装置は、上記の発明において、通信回線を介して接続
される他の情報処理端末と通信を行う通信インタフェース手段をさらに備え、前記通信イ
ンタフェース手段を介して、前記他の情報処理端末によって設定または変更された前記番
号認識条件が、前記番号認識条件記憶手段に設定されることを特徴とする。
【００１８】
　さらに、本発明にかかる紙葉類処理装置は、上記の発明において、前記画像処理・文字
認識手段によって認識された前記紙葉類に付された番号を用いて、前記紙葉類の真偽判別
を行う真偽判別手段をさらに備えることを特徴とする。
【００２３】
　また、本発明にかかる紙葉類処理装置は、複数の記番号が印刷された紙葉類の画像を読
取る画像読取手段と、前記画像読取手段で読取った画像から前記紙葉類に付された前記複
数の記番号を認識する画像処理・文字認識手段と、前記画像処理・文字認識手段で認識し
た前記紙葉類の番号を用いて前記紙葉類の真偽判別を行うための真偽判別条件を記憶する
真偽判別条件記憶手段と、真偽判別条件記憶手段に記憶された真偽判別条件に基づいて前
記紙葉類の複数の番号間の一致判定を行う真偽判別のための照合を行う照合手段と、を備
えた紙葉類の真偽判別を行う紙葉類処理装置において、前記真偽判別条件記憶手段の前記
真偽判別条件は、前記画像処理・文字認識手段で認識された紙葉類を偽券でないと判別す
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る基準となる前記複数の番号の各桁間の許容一致数を示す許容基準一致文字数を含み、前
記照合手段は、前記複数の番号の各桁間の文字の一致文字数が、前記許容基準一致文字数
以上である場合に、前記画像処理・文字認識手段で認識された紙葉類を偽券でないと判別
することを特徴とすることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明にかかる紙葉類処理装置は、紙葉類の画像を読取る画像読取手段と、前記
画像読取手段で読取った画像から前記紙葉類に付された番号を認識する画像処理・文字認
識手段と、偽の紙葉類の番号である偽券番号を記憶する偽券番号記憶手段と、前記画像処
理・文字認識手段で認識した前記紙葉類の番号を用いて前記紙葉類の真偽判別を行うため
の真偽判別条件を記憶する真偽判別条件記憶手段と、真偽判別条件記憶手段に記憶された
真偽判別条件に基づいて前記紙葉類の番号と前記偽券番号記憶手段に記憶されている偽券
番号とを照合して前記紙葉類の真偽判別のための照合を行う照合手段と、を備えた紙葉類
の真偽判別を行う紙葉類処理装置において、前記真偽判別条件記憶手段の前記真偽判別条
件は、前記画像処理・文字認識手段で認識された前記紙葉類を偽券と判別する基準となる
、前記偽券番号と前記紙葉類に印刷された番号の各桁の最小一致数を示す基準最小一致文
字数を含み、前記照合手段は、前記画像処理・文字認識手段で認識された前記紙葉類の番
号と前記偽券番号記憶手段中の前記偽券番号との間の一致文字数が、前記基準最小一致文
字数以上である場合に、前記紙葉類を偽券であると判別することを特徴とする。
【発明の効果】
【００２６】
　本発明によれば、記番号を用いた紙葉類処理において、紙葉類の種類に応じた番号認識
処理を行うことができるという効果を有する。
【００２７】
　本発明によれば、１種類の紙葉類処理装置で、複数の国の紙幣または複数の金種の紙幣
に対応することができ、新たな論理開発を行ったり、論理を追加したりする必要がないの
で、紙葉類処理装置の開発効率を上げることができるという効果を有する。
【００２８】
　本発明によれば、紙葉類処理装置が設置される場所に応じて、装置ごとに管理者が紙葉
類処理の条件を任意に設定することができるという効果を有する。
【００２９】
　本発明によれば、複数の紙葉類処理装置を遠隔で管理することができるとともに、広域
に設置される紙葉類処理装置の管理を容易にすることができるという効果を有する。
【００３０】
　本発明によれば、紙葉類を認識するための記番号を紙葉類の種類に応じて確実に切出し
て認識処理を行うことができるという効果を有する。
【００３１】
　本発明によれば、認識処理を行う際に、紙葉類認識処理の正確さと速さのいずれかを選
択することができるという効果を有する。
【００３２】
　本発明によれば、異なる文字の大きさで印刷された番号の場合に小さな文字が存在して
も、その文字の大きさを拡大して認識することができるという効果を有する。
【００３３】
　本発明によれば、切出した番号の向きが判定を行う基準となる文字の向きと異なる場合
にも対応することができるという効果を有する。
【００３４】
　本発明によれば、認識処理した紙葉類の真偽判別を行うことができるという効果を有す
る。
【００３５】
　本発明によれば、記番号を用いた紙葉類処理において、紙葉類の種類に応じた真偽判別
の照合処理を行うことができるという効果を有する。
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【００３６】
　本発明によれば、１種類の紙葉類処理装置で、複数の国の紙幣または複数の金種の紙幣
に対応することができ、新たな論理開発を行ったり、論理を追加したりする必要がないの
で、紙葉類処理装置の開発効率を上げることができるという効果を有する。
【００３７】
　本発明によれば、紙葉類処理装置が設置される場所に応じて、装置ごとに管理者が紙葉
類の照合処理の条件を任意に設定することができるという効果を有する。
【００３８】
　本発明によれば、複数の紙葉類処理装置を遠隔で管理することができるとともに、広域
に設置される紙葉類処理装置の管理を容易にすることができるという効果を有する。
【００３９】
　本発明によれば、紙葉類を認識するための記番号を紙葉類の種類に応じて確実に切出し
て照合処理を行うことができるという効果を有する。
【００４０】
　本発明によれば、１枚の紙葉類が複数枚継ぎ合わされて形成されたものであっても、偽
券と判定することができるという効果を有する。
【００４１】
　本発明によれば、紙葉類に複数の番号が印刷されている場合に、それらの番号同士が一
致するか否かを調べることによって、紙葉類の真偽判別の精度を上げることができるとい
う効果を有する。
【００４２】
　本発明によれば、紙葉類の複数の番号中に認識できない文字が存在する場合を考慮した
紙葉類の真偽判別処理を行うことができるという効果を有する。
【００４３】
　本発明によれば、紙葉類の真偽判別に偽券として知られている番号と比較照合すること
で、市中に大量に出回っている偽券による被害を防ぐことができるという効果を有する。
【００４４】
　本発明によれば、紙葉類を偽券と判断する基準を任意に変えることができ、紙葉類処理
装置が設置される場所に応じた真偽判別の設定を行うことができるという効果を有する。
【００４５】
　本発明によれば、紙葉類の真偽判別に、番号の一致のほかに番号に使用される文字フォ
ントの違いをも考慮することで、真偽判別の精度をいっそう高めることができるという効
果を有する。
【００４６】
　本発明によれば、紙葉類の番号判定に、文字フォントの相違を含めて精度の高い真偽判
別とするか、文字フォントの相違を含めずに処理時間の速い真偽判別とするかを設定する
ことができるという効果を有する。
【００４７】
　本発明によれば、紙葉類として大量に市中に流通している紙幣の認識処理や真偽判別処
理を速やかに行うことができるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００４８】
　以下に添付図面を参照して、本発明にかかる紙葉類処理装置の好適な実施例を詳細に説
明する。なお、以下の実施例では、本発明を紙幣の識別に適用した場合を示すが、この実
施例により本発明が限定されるものではなく、小切手や手形、商品券などの紙葉類全般に
適用することができる。
【実施例】
【００４９】
　図１は、本実施例にかかる紙葉類処理装置の機能構成を模式的に示すブロック図である
。この紙葉類処理装置１０は、紙葉類識別センサ部１１、紙葉類搬送部１２、番号認識部
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１３、表示部１４、操作部１５、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）１６、ＲＡＭ（Random　
Access　Memory）１７、通信インタフェース（以下、Ｉ／Ｆという）部１８および制御部
１９を備える。
【００５０】
　紙葉類識別センサ部１１は、紙葉類処理装置１０に投入された紙幣の記番号を確認する
ために、光学的な読取手段を用いて投入された紙幣の画像を読取る機能を有する。なお、
実際の紙葉類処理装置１０には、この紙葉類識別センサ部１１のほかにも、紙幣厚みを検
出するセンサ（厚みセンサ）や磁気センサ、紫外線センサなどの真偽識別センサなどの種
々の紙幣識別センサを備えているが、本実施例では、記番号の判定処理を主としているの
で、記番号の読取りに必要な光学的な読取手段以外の手段については、その図示と説明を
省略している。なお、この紙葉類識別センサ部１１は、請求の範囲における画像読取手段
に対応している。
【００５１】
　図２は、紙葉類識別センサ部の構成の一例を模式的に示す図である。この図２に示され
るように、紙葉類識別センサ部１１は、投入された紙幣２００の一方の面の画像を可視光
線で読取る第１のラインセンサ１１０と、投入された紙幣２００の他方の面の画像を可視
光線で読取る第２のラインセンサ１２０と、第１と第２のラインセンサ１１０，１２０内
の反射光源の点灯を制御する発光制御部１３０と、を備える。
【００５２】
　第１のラインセンサ１１０は、紙幣２００の一方の面に所定の波長の光を照射する反射
用光源１１１と、反射用光源１１１から出射され、紙幣２００で反射された光を集光する
レンズ１１２と、レンズ１１２によって集光された光を電気信号に変換する受光部１１３
と、受光部１１３で変換された電気信号を所定の大きさの信号に変換するＡ／Ｄ変換部１
１４と、受光部１１３で読取り中に後述する第２のラインセンサ１２０の反射用光源１２
１からの光を遮断する遮蔽部１１５と、を備える。
【００５３】
　第２のラインセンサ１２０も同様に、紙幣２００の他方の面に所定の波長の光を照射す
る反射用光源１２１と、反射用光源１２１から出射され、紙幣２００で反射された光を集
光するレンズ１２２と、レンズ１２２によって集光された光を電気信号に変換する受光部
１２３と、受光部１２３で変換された電気信号を所定の大きさの信号に変換するＡ／Ｄ変
換部１２４と、受光部１２３で読取り中に第１のラインセンサ１１０の反射用光源１１１
からの光を遮断する遮蔽部１２５と、を備える。
【００５４】
　第１と第２のラインセンサ１１０，１２０の反射用光源１１１，１２１として、ＬＥＤ
（Light　Emitting　Diode）を使用することが望ましい。特に、種々の国または地域の紙
幣の読取りに対応するためには、可視光線の任意の波長の光を発光することが可能な赤色
、緑色、青色のＬＥＤを備えていることが望ましい。なお、本実施例では、反射画像を用
いた記番号の識別を行っているので、反射用光源１１１，１２１しか示されていないが、
紙幣について真偽や正損などを調べるために、赤外線の反射用光源や、可視光線や赤外線
の透過用光源を備えている場合もある。
【００５５】
　発光制御部１３０は、紙幣が投入されると、第１と第２のラインセンサ１１０，１２０
内の反射用光源１１１，１２１の点灯を制御する。以上が、紙葉類識別センサ部１１の構
成の一例である。
【００５６】
　紙葉類搬送部１２は、外部から紙幣を受け入れる図示しない紙幣受入部からの紙幣を搬
送し、後述する番号認識部１３や制御部１９の金種判別手段１９１や真偽判別手段１９２
による結果に基づいて紙幣を識別して図示しない収納部へ搬送させる機能を有する。
【００５７】
　番号認識部１３は、紙葉類識別センサ部１１で読取った紙幣の画像を用いて、金種が判
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別された投入された紙幣に対して、制御部１９からの指令に基づいて記番号を認識するた
めの画像処理や、画像処理がされた記番号の認識処理や照合処理を行い、その認識結果や
照合結果を制御部１９に返す処理を行う。ここでは、番号認識部１３は、番号属性情報記
憶手段１３１と、真偽判別条件記憶手段１３２と、偽券番号記憶手段１３３と、画像処理
手段１３４と、文字認識手段１３５と、照合手段１３６と、を備える。この番号認識部１
３は、後述する機能を実現させるプログラムをＲＯＭ１６に格納し、このプログラムをＲ
ＡＭ１７に展開してＣＰＵ（Central　Processing　Unit）で実行させるように構成する
こともできるし、また一部処理の高速化を図るためにＦＰＧＡ（Field　Programmable　G
ate　Array）などで実現することもできる。なお、番号認識部１３中の画像処理手段１３
４、文字認識手段１３５および照合手段１３６は、請求の範囲における画像処理・文字認
識手段に対応している。
【００５８】
　番号属性情報記憶手段１３１は、記番号を切出し、文字を認識するとともに、認識され
た記番号の真偽判定を行うために必要な紙幣の番号に関する番号属性情報を格納する。こ
の番号属性情報として、金種ごとの記番号の位置や切出サイズ、文字切出比率を含む番号
切出条件、文字フォントを含む文字フォント識別情報、および所定位置優先やサイズ変更
、回転の有無を含む番号認識条件などが含まれる。この番号属性情報として、紙幣の印刷
色や記番号の色に応じて使用する反射画像の種類を記憶させるようにしてもよい。
【００５９】
　ここで、番号切出条件中の「記番号の位置」は、各金種の紙幣上に印刷されている紙幣
を識別する記番号の位置である。たとえば、紙幣の所定の位置（たとえば左上隅）を原点
とした記番号の座標位置で示される。また、紙幣上に複数の記番号が印刷されている場合
には、すべての記番号の印刷位置が格納される。「切出しサイズ」は、「記番号の位置」
に印刷される記番号（文字列）の切出しサイズである。「文字切出比率」は、後述するセ
グメント処理で記番号を構成する文字の切出しを行う際の縦横の比率である。
【００６０】
　また、文字フォント識別情報中の「文字フォント」は、紙幣の記番号に使用されている
文字フォントが格納される。なお、番号属性情報記憶手段１３１中の文字フォント識別情
報が格納される領域は、請求の範囲におけるフォント識別情報記憶手段に対応している。
【００６１】
　図３は、番号認識条件の一例を示す図である。この番号認識条件には、「通貨種類」、
「金種」、「所定位置優先」、「サイズ変更」および「回転」の各項目が含まれる。ここ
では、紙幣種類の各金種に対して、「所定位置優先」、「サイズ変更」および「回転」の
各項目の設定があるか否かが設定される。
【００６２】
　「通貨種類」は、設置される紙葉類処理装置１０が識別を行う通貨の種類を示す項目で
ある。ここでは、ＵＳドル、ユーロ、日本円、中国元、シンガポールドルなどのように、
通貨の種類として国・地域別に分類されている。また、「金種」は、ある国・地域の紙幣
の内の種類の分類を示す項目である。たとえば、日本円の場合の金種は、千円札、二千円
札、五千円札、一万円札というように分類される紙幣の種類である。
【００６３】
　「所定位置優先」は、紙幣の一方の面に複数の記番号が印刷されているか否か、また、
複数の記番号が印刷されている場合には、すべての記番号について判定を行うのか否か、
を設定するための項目である。ここでは、「あり」と「なし」が設定可能となる。
【００６４】
　所定位置優先の「あり」は、一方の面に１つの記番号しか印刷されていない紙幣の判定
、あるいは一方の面に複数の記番号が印刷されているがその中の所定の位置の記番号のみ
を判定することを示し、「なし」は、一方の面に複数の記番号が印刷されている場合に、
すべての記番号について判定を行うことを示す。図４－１と図４－２は、紙幣の一例を模
式的に示す図である。図４－１では、一方の面（表面）の左下に記番号２１１が１箇所印
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刷された紙幣の例が示されている。また、図４－２では、一方の面（表面）の左下と右端
の２箇所に記番号２１２，２１３が印刷された紙幣の例が示されている。また、右端の記
番号２１３は、左下の記番号２１２に対して９０度左回りに回転した方向に印刷されてい
る。
【００６５】
　所定位置優先が「なし」の場合には、図４－２のような紙幣の２つの記番号２１２，２
１３が判定の対象となり、所定位置優先が「あり」の場合には、図４－１のような紙幣の
記番号２１１または図４－２のような紙幣の２つの記番号２１２，２１３のうちのどちら
か一方の記番号が判定の対象となる。なお、所定位置優先が「あり」の場合の優先位置の
決め方として、常に、紙幣の所定の面の所定の位置の記番号を優先的に読取るように設定
してもよい。この場合には、たとえば、図４－２のような紙幣では、常に紙幣の表面の左
下側の記番号２１２を読取るように設定される。なお、記番号を読取る位置の優先順位は
他の設定方法でもよく、たとえば、すべての記番号２１２，２１３のうち、最も記番号の
認識率が高いものを優先とするようにしてもよい。
【００６６】
　また、「サイズ変更」は、印刷されている記番号が異なる文字の大きさで印刷されてい
る紙幣を対象とするか否かを設定するための項目である。ここでは、サイズ変更として、
「あり」と「なし」が設定可能となる。サイズ変更の「あり」は、異なる文字の大きさで
記番号が印刷されている紙幣の判定を行う場合であり、「なし」は、すべて同じ大きさの
文字で記番号が印刷されている紙幣の判定を行う場合である。図５は、記番号が異なる大
きさの文字で印刷されている紙幣の一例を模式的に示す図である。この図５に示されるよ
うに、記番号２１４が異なる文字の大きさで印刷された場合に、サイズ変更「あり」が設
定される。また図４－１や図４－２の場合には、記番号２１１～２１３が同じ大きさの文
字で印刷されているので、サイズ変更「なし」が設定される。
【００６７】
　「回転」は、読み込んだ記番号の向きが、所定の向きでない場合に、回転を行うか否か
の設定を行うための項目である。ここでは、回転として、「あり」と「なし」が設定可能
となる。回転の「あり」は、切取った記番号の画像中の文字が、所定の方向を向いていな
い場合に、所定の方向に向くように画像を回転させる処理を行う場合であり、「なし」は
、切取った記番号の画像中の文字が、所定の方向を向いていて回転させる必要がない場合
である。たとえば、図４－１中の記番号２１１や図４－２中の記番号２１２は、切取った
文字の方向が上向きであるので、回転「なし」が設定される。しかし、図４－２の記番号
２１３のように切取った文字の方向が左向きである場合には、右回りに９０度回転させて
上向にする必要があるために、回転「あり」が設定される。
【００６８】
　なお、番号属性情報記憶手段１３１中の番号認識条件が格納される領域は、請求の範囲
における番号認識条件記憶手段に対応している。
【００６９】
　真偽判別条件記憶手段１３２は、紙幣の記番号に関する判定を行う条件である真偽判別
条件を格納する。真偽判別条件としては、判定を行う紙幣の種類を示す「紙幣種類」や「
金種」、複数の記番号の判定を行う場合にさらに読取った複数の記番号間の一致判定を行
うか否かを示す項目である「複数一致判定」、偽券と判定する際の基準となる、偽券と判
定された紙幣の記番号（以下、偽券記番号という）との一致度合を示す「一致文字数」、
１つの国または地域で使用される紙幣が複数の文字フォントを用いて印刷されているか否
かを示す「文字フォント相違」などを例示することができる。
【００７０】
　これらの項目を含む真偽判別条件が、操作部１５と表示部１４を用いて、または通信Ｉ
／Ｆ部１８を介して、使用者によって設定される。なお、使用者による設定作業を容易に
するために、一つの金種に対して複数の上記の項目の設定値を種々に変化させた条件をテ
ーブル形式で保持し、その中から使用者が実際の運用に近い真偽判別条件を選択したもの
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、場合によっては操作部１５を介してまたは上位端末などの外部から通信Ｉ／Ｆ部１８を
介して、これをカスタマイズしたものを真偽判別条件として設定するようにしてもよい。
本実施例では、このような場合を例に挙げて説明する。
【００７１】
　図６は、真偽判別条件の一例を示す図である。この真偽判別条件には、上述したように
、「通貨種類」、「金種」、「複数一致判定」、「一致文字数」、「文字フォント相違」
の各項目が含まれる。「通貨種類」と「金種」は図３の番号認識条件で説明したものと同
じであり、「通貨種類」は設置される紙葉類処理装置１０が識別を行う通貨の種類であり
、「金種」は、ある国・地域の通貨で使用される紙幣の種類である。
【００７２】
　「複数一致判定」は、紙幣に複数の記番号が印刷されており、番号認識条件の所定位置
優先が「なし」の場合に、紙幣上の読取った複数の記番号が一致するかの判定を行うか否
かを設定するための項目である。ここでは、「あり」と「なし」が設定可能となる。複数
一致判定の「あり」は、所定位置優先が「なし」の場合に、複数の記番号のすべてが一致
するか否かの判定を行うことを示し、複数一致判定の「なし」は、所定位置優先が「なし
」の場合で複数の記番号についての一致判定を行わない場合または所定位置優先「あり」
の場合に、記番号を１つしか読取らないために一致判定を行わないことを示す。なお、こ
の「複数一致判定」において、紙幣の一方の面の複数の記番号間の一致判定だけでなく、
表裏の面に印刷された複数の記番号間の一致判定を行うことも可能である。
【００７３】
　「一致文字数」は、真偽判定において、判定対象となる紙幣の記番号の桁数（文字数）
と、偽券番号記憶手段１３３に記憶されている偽券記番号とを比較し、判定対象が偽券と
判定する際の一致桁数（一致文字数）を設定するための項目である。この「一致文字数」
は、ユーザが操作部１５や通信Ｉ／Ｆ部１８を介して上位端末によって設定される。なお
、この一致文字数は、請求の範囲における基準一致文字数に対応する。
【００７４】
　記番号の桁数が１０桁の紙幣の場合を例に挙げると、一致文字数が「１０文字」に設定
された場合には、検査対象の紙幣の１０文字の記番号が偽券記番号の１０文字と順番を含
めて完全に一致した場合に、偽券と判定される。そのため、１０桁中９桁の文字が偽券記
番号と一致したとしても、偽券とは判定されない。また、一致文字数が「８文字」に設定
された場合には、検査対象の紙幣の記番号が偽券記番号と１０桁中８桁の文字以上一致し
た場合に、偽券と判定される。つまり、１０桁中８桁の文字が偽券記番号と一致した場合
には偽券であるが、１０桁中７桁の文字が偽券記番号と一致した場合には偽券とは判定さ
れない。なお、一致文字数と実質的に同じ考えのものとして、記番号の識別において、偽
券記番号に対する判定対象となる紙幣の記番号の合致する割合であるマッチング率があり
、このマッチング率を一致文字数に代えて使用してもよい。
【００７５】
　「文字フォント相違」は、１つの国または１つの地域で使用される紙幣において、１つ
の紙幣に対して、フォントの異なる複数の種類の紙幣が存在するか否かを示す項目である
。ここでは、文字フォント相違として、「あり」と「なし」が設定可能となる。つまり、
文字フォント相違の「あり」は、ユーロなどのように文字フォントの異なる複数の種類の
紙幣が使用される場所で設定され、「なし」は同一の文字フォントで印刷された紙幣のみ
が使用される場所で設定される。なお、文字フォント相違が「あり」の場合には、番号属
性情報記憶手段１３１中の文字フォント識別情報には１つの金種に対して複数の文字フォ
ントが登録される。
【００７６】
　なお、上述した説明では、「一致文字数」は、判定対象となる紙幣の記番号が偽券記番
号と何桁一致した場合に偽券と判定するためのものであったが、複数一致判定が「あり」
の場合の複数番号照合処理の際にも同様の「一致文字数」を設けることができる。この場
合には、紙幣内のある位置の記番号と他の位置の記番号とが、何桁以下で一致しない場合
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に、これらの記番号が印刷された紙幣を偽券と判定するものである。このとき設定される
一致文字数は、請求の範囲における基準一致文字数に対応する。
【００７７】
　この図６に示されるように、真偽判別条件記憶手段１３２に複数の真偽判別条件がテー
ブル形式で記憶される場合には、これらの条件の中から真偽判別条件が紙葉類処理装置１
０に設定される。なお、この説明では図３の番号認識条件と図６の真偽判別条件とは、そ
れぞれ、番号属性情報記憶手段１３１と真偽判別条件記憶手段１３２に記憶されるもので
あるが、これらの図３との番号認識条件と図６の真偽判別条件とを一つにまとめて記憶す
るようにしてもよい。
【００７８】
　偽券番号記憶手段１３３は、紙幣に関して、偽券と判定されたまたはユーザによって偽
券と認識された記番号（偽券記番号）を記憶する。この偽券記番号は、操作部１５を介し
てユーザによって入力されたり、または通信Ｉ／Ｆ部１８を介して上位装置から設定され
たりする。
【００７９】
　画像処理手段１３４は、制御部１９による金種と投入された紙幣の方向を含む金種判別
結果を用いて、番号属性情報記憶手段１３１の番号切出条件と番号認識条件とに基づいて
、紙葉類識別センサ部１１で読取られた反射画像から記番号部分の位置とサイズを切出し
、必要な画像処理を行う。
【００８０】
　具体的には、制御部から受け取った金種判別結果に対応する記番号の位置と切出サイズ
を番号切出条件から取得し、その記番号の位置と切出サイズを用いて、読取った紙幣の反
射画像から記番号部分を含む少し大きめの部分画像として切出す。ここで、番号認識条件
で、所定位置優先が「なし」の場合には、紙幣中のそれぞれの位置の記番号が記番号切取
位置に基づいて切取られる。また、所定位置優先が「あり」で一方の面に複数の記番号が
印刷されている紙幣の場合には、番号認識条件中の予め定められた位置（以下、優先位置
という）の記番号切取位置に基づいて、記番号が切取られる。また、切出した部分画像が
、図４－２の記番号２１３のように、紙幣の向きとは異なっている場合には、切出した部
分画像を回転させる回転処理を行う必要がある。たとえば、図４－２の記番号２１３の場
合には、右回りに９０度回転させる処理を行う。このような場合には、番号属性情報記憶
手段１３１の番号認識条件中に、回転「あり」と設定すればよい。この回転の「あり」／
「なし」の設定は、任意に設定することができる。
【００８１】
　さらに、切出した部分画像について、文字と文字との間を識別するセグメント処理を行
って、記番号を構成する各文字の切出しを行う。このセグメント処理で各文字を切出す際
には、縦横の比率（長さ）が紙幣種類によって予め定められる所定の比率となるように切
出しを行う。この切出す際の縦横の比率は、番号属性情報記憶手段１３１の番号切出条件
中に「文字切出比率」として記憶されている。
【００８２】
　また、画像処理手段１３４は、切出された記番号を構成する各文字の大きさを変更する
機能も有する。番号属性情報記憶手段１３１の番号認識条件中にサイズ変更が「あり」に
設定されている場合に、切取った記番号の文字の大きさを変更する。図７は、大きさの異
なる記番号の処理の一例を示す図である。まず、画像処理手段１３４によって切出された
サイズの異なる記番号中の各文字について横と縦の長さＸ，Ｙを測定する（なお、Ｘ：Ｙ
は、上述した予め定められる所定の比率（番号切出条件中の文字切出比率）となっている
）。ついで、記番号中の文字のうち、サイズを合わせたい文字を基準文字として選択し、
この文字の横と縦の長さ（切出した長さ）をＸ0，Ｙ0とする。ここで、基準文字は、反射
画像の解像度などによって任意に定めることができるが、この例では、最も大きい文字を
基準文字とする。
【００８３】
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　ついで、基準文字以外の文字が基準文字とほぼ同じサイズとなるように、それぞれを縦
横について等比率で変倍する。この例では、それぞれの文字はＸ0／Ｘ（＝Ｙ0／Ｙ）倍に
縦横等比率で拡大処理されるものとする。これにより、図７に示されるように、基準文字
以外の文字が、すべて基準文字とほぼ同じ大きさとなるように拡大される。なお、番号認
識条件中のサイズ変更「なし」の場合には、画像処理手段１３４は、記番号のサイズ変更
を行わない。また、上記の例では、最も大きい文字を基準文字として選んだが、後述する
照合手段１３６での照合処理において、文字を識別することができる大きさであれば、ど
の文字を基準文字に選んでもよい。この場合には、その基準文字に合わせるように他の文
字の拡大／縮小が行われる。また、予め拡大率／縮小率を記憶させておいたり、認識する
のに適当な文字の大きさを記憶させておいたりし、この大きさを用いて文字の大きさを変
更させてもよい。
【００８４】
　文字認識手段１３５は、画像処理手段１３４で切取られ、またはさらに回転／サイズ変
換された記番号について文字認識を行う。具体的には、画像処理手段１３４で認識可能な
状態となった記番号の各文字の認識を、制御部１９による金種判別結果に基づいて、つま
り番号属性情報記憶手段１３１中の同一種類の紙幣に対して設定された文字フォント識別
情報中の文字フォントと比較照合を行う。なお、真偽判別条件記憶手段１３２の真偽判別
条件中の「文字フォント相違」が「なし」の場合には、文字認識手段１３５は、記番号の
各文字の認識を行うだけでよい。また、拡大した文字に対しては、拡大した文字用のテン
プレートを用いて照合処理することで認識率を向上させることができる。さらにまた、こ
のような文字認識処理ではなく、各文字を文字認識する際の特徴量の算出のみを行い、別
の処理手段で、算出した文字の特徴量から、文字フォント識別情報を用いたフォント認識
処理を行うようにしてもよい。
【００８５】
　なお、画像処理手段１３４と文字認識手段１３５は、請求の範囲における画像処理・文
字認識手段に対応している。
【００８６】
　照合手段１３６は、文字認識手段１３５で文字認識された記番号について、記番号を用
いた真偽判別のための照合を行い、偽番号照合機能１３６１と、複数番号照合機能１３６
２とを有する。
【００８７】
　偽番号照合機能１３６１は、画像処理手段１３４で認識可能な状態となった記番号につ
いて、偽券番号記憶手段１３３に記憶された偽券記番号と照合し、設定された一致文字数
（またはマッチング率）以上に一致したものがないかを判定する。
【００８８】
　また、複数番号照合機能１３６２は、真偽判別条件記憶手段１３２の真偽判別条件で複
数一致判定が「あり」に設定されている場合に、紙幣中の複数個所の文字認識された記番
号同士を照合し、一致しているか否かを判定する。
【００８９】
　表示部１４は、真偽判別条件を設定する場合の設定画面を表示プログラムに基づいて表
示する機能を有し、液晶ディスプレイなどによって構成される。なお、通常時においては
、紙葉類処理装置のオペレータに操作情報や紙幣処理枚数や合計金額を含む処理情報、装
置の状態などの種々の情報を表示している。
【００９０】
　操作部１５は、紙葉類処理装置１０における番号属性情報記憶手段１３１の番号属性情
報（番号切出条件、文字フォント識別情報、番号認識条件）と真偽判別条件記憶手段１３
２の真偽判別条件と偽券番号記憶手段１３３の偽券記番号を設定する手段である。具体的
には、表示部１４に表示された真偽判別条件の設定画面に基づいて、真偽判別条件が使用
者によって入力されると、その真偽判別条件が番号認識部１３の真偽判別条件記憶手段１
３２に記憶する。また、記番号識別情報の設定画面に基づいて、記番号識別情報が使用者
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によって入力されると、番号認識部１３の番号属性情報記憶手段１３１に格納する。さら
に、偽券番号情報の設定画面に基づいて、偽券記番号が使用者によって入力されると、番
号認識部１３の偽券番号記憶手段１３３に格納する。なお、通常時は、紙葉類処理装置１
０の処理や動作制御のための処理（処理スタート、計数や紙幣の正損振分などの各種モー
ド選択）を行う場合に使用される。この操作部１５は、請求の範囲における認識条件設定
手段と真偽判別条件設定手段に対応している。
【００９１】
　ＲＯＭ１６は、紙葉類処理装置１０における一般的な動作に関する制御プログラムを記
憶したり、制御部１９が上記の各種紙幣識別センサを用いて紙幣を識別する際に用いる情
報（たとえば、基準特徴情報や識別プログラムなど）を記憶したりする。また、ＲＡＭ１
７は、紙葉類処理装置１０が各種処理を行う際に一時的な作業領域として使用される。
【００９２】
　通信Ｉ／Ｆ部１８は、紙葉類処理装置１０が通信回線を介して情報処理端末と通信する
ための機能を有する。紙葉類処理装置１０を他の情報処理端末と接続する構成を有する場
合には、通常は、通信回線を介して上位装置と接続される。この上位装置から番号属性情
報記憶手段１３１に番号属性情報を設定したり、真偽判別条件記憶手段１３２の真偽判別
条件を設定したり、偽券番号記憶手段１３３に偽券記番号を設定したりすることができる
。
【００９３】
　制御部１９は、上記の紙葉類識別センサ部１１、紙葉類搬送部１２、番号認識部１３、
表示部１４、操作部１５、ＲＯＭ１６およびＲＡＭ１７の各処理部を制御する。また、こ
の制御部１９は、紙葉類識別センサ部１１で読取った反射画像などの情報を基に金種を判
別する金種判別手段１９１と、金種判別手段１９１で判別した金種の紙幣に対して真偽判
別を行う真偽判別手段１９２と、を備える。
【００９４】
　金種判別手段１９１は、紙葉類識別センサ部１１で読取った反射画像を用いて、紙幣の
方向を含む金種の判別を行う。また、真偽判別手段１９２は、紙葉類識別センサ部１１で
得られた厚みセンサや磁気センサ、紫外線センサと、番号認識部１３で記番号について行
った処理結果に基づいて、投入された紙幣の真偽判別を行う。
【００９５】
　以上のような構成を有する紙葉類処理装置１０で、真偽判別条件記憶手段１３２に目的
に応じた判定基準や判定方法を組み合わせた真偽判別条件を設定することで、種々の目的
に応じた紙幣の記番号の識別処理が可能となる。
【００９６】
　つぎに、このような構成を有する紙葉類処理装置１０における紙幣の識別方法について
説明する。図８～図１３は、紙葉類処理方法の処理手順の一例を示すフローチャートであ
る。図８は、紙葉類処理方法の全体の処理手順の一例を示すフローチャートであり、図９
は、図８中の記番号切取処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図１０は、図８
中のサイズ変更処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図１１は、図８中の記番
号認識処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図１２は、図８中の複数一致判定
処理の手順の一例を示すフローチャートであり、図１３は、図８中の照合処理の手順の一
例を示すフローチャートである。
【００９７】
　最初に、図８を用いて、紙葉類処理方法の処理手順の概要について説明する。紙葉類処
理装置１０に紙幣が投入されると、図８に示されるように、紙葉類識別センサ部１１は、
搬送されてくる紙幣の読取処理を行って（ステップＳ１１）、投入された紙幣の両面の所
定の波長の反射画像を取得する（ステップＳ１２）。ついで、制御部１９の金種判別手段
１９１は、取得した反射画像から紙幣の金種、方向の判別を行う（ステップＳ１３）。
【００９８】
　その後、番号認識部１３の画像処理手段１３４は、番号属性情報記憶手段１３１の番号
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属性情報（番号切出条件、番号認識条件）と、真偽判別条件記憶手段１３２に記憶されて
いる真偽判別条件の所定位置優先の項目とに設定されている条件に応じてステップＳ１２
で取得した画像から紙幣の記番号部分を切り取るとともに、記番号を構成する各文字の切
取処理を行う（ステップＳ１４）。ついで、番号認識部１３の画像処理手段１３４は、番
号認識条件のサイズ変更の項目に設定されている条件に応じて紙幣の記番号の文字サイズ
の変更処理を行う（ステップＳ１５）。その後、番号認識部１３の文字認識手段１３５は
、切り取った、場合によってはサイズ変更した記番号中の各文字を認識する記番号認識処
理を行う（ステップＳ１６）。なお、サイズ変更の設定が「なし」の場合は、サイズ変更
処理は行わない。
【００９９】
　ついで、番号認識部１３の文字認識手段１３５の複数番号照合機能１３６２は、真偽判
別条件中の複数一致判定が「あり」に設定されている場合には、投入された紙幣の複数位
置間で記番号が一致するか否かを判定する複数一致判定処理を行う（ステップＳ１７）。
その後、照合手段１３６の偽番号照合機能１３６１は、真偽判別条件の複数一致判定の項
目を参照して、複数一致判定の実施が選択されている場合には紙幣中の複数の記番号につ
いて、その他の場合には紙幣中の所定の位置（優先位置）の記番号について、各桁の文字
が偽券番号記憶手段１３３の偽券記番号の各桁の文字と一致するか否かを判定する照合処
理を行う（ステップＳ１８）。このとき、偽番号照合機能１３６１は、真偽判別条件の一
致文字数で設定された文字数以上、切取られた記番号が偽券記番号と一致したかを判定す
ることによって、検査対象の紙幣の真偽を判定する。
【０１００】
　そして、制御部１９の真偽判別手段１９２によって、磁気センサや紫外線センサなどの
紙葉類識別センサ部１１によって得られた結果と、上記ステップＳ１７の複数一致判定処
理とステップＳ１８の照合処理の結果も加味して、投入された紙幣の真偽判別処理を行っ
て（ステップＳ１９）、紙葉類処理方法の処理が終了する。なお、紙幣の記番号の認識が
目的の場合には、ステップＳ１６の記番号認識処理で紙幣の記番号を認識した後に、ステ
ップＳ１７～ステップＳ１９の処理を行わずにそのまま処理を終了させてもよい。
【０１０１】
　つぎに、図９を用いて、図８のステップＳ１４における記番号切取処理の詳細について
説明する。まず、番号認識部１３の画像処理手段１３４は、番号属性情報記憶手段１３１
の番号認識条件中の「所定位置優先」項目が「あり」となっているかを判定する（ステッ
プＳ１０１）。「所定位置優先」項目が「なし」の場合（ステップＳ１０１でＮｏの場合
）には、画像処理手段１３４は、制御部１９の金種判別手段１９１から得られた金種とそ
の方向を有する金種判別結果と、番号属性情報記憶手段１３１の番号切出条件中の紙幣種
類（金種）に応じた記番号切取位置と切出サイズに基づいて、上記反射画像から複数位置
の記番号を切出す（ステップＳ１０２）。なお、紙幣の表面または裏面に記番号がそれぞ
れ１つだけ存在する場合には、このステップＳ１０２では、その１つの記番号部分が切取
られる。
【０１０２】
　一方、ステップＳ１０１で「所定位置優先」項目が「あり」の場合（ステップＳ１０１
でＹｅｓの場合）には、画像処理手段１３４は、制御部１９の金種判別手段１９１から得
られた金種とその方向を有する金種判別結果と、番号属性情報記憶手段１３１の番号切出
条件中の紙幣種類に応じた記番号切取位置と切出サイズに基づいて、上記反射画像から所
定の位置の記番号を切出す（ステップＳ１０３）。
【０１０３】
　その後またはステップＳ１０２の後、画像処理手段１３４は、切出した記番号の向きが
紙幣の向きと異なる場合（番号認識条件で回転が「あり」に設定されている場合）に、記
番号の向きを紙幣の向きに合わせるように回転処理を行う。その後、または切出した記番
号の向きが紙幣の向きと同じ場合には、画像処理手段１３４は、切出した記番号について
文字と文字との間の識別を行うセグメント処理を実行し、記番号の各文字部分を所定の縦
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横比となるように切出す（ステップＳ１０４）。以上により、記番号切取処理が終了し、
図８のフローチャートに戻る。
【０１０４】
　つぎに、図１０を用いて、図８のステップＳ１５におけるサイズ変更処理の詳細につい
て説明する。まず、番号認識部１３の画像処理手段１３４は、真偽判別条件中の「サイズ
変更」項目が「あり」となっているかを判定する（ステップＳ２０１）。「サイズ変更」
項目が「あり」の場合（ステップＳ２０１でＹｅｓの場合）には、切出された記番号の各
文字について、切出された文字の横と縦のサイズＸ，Ｙを測定する（ステップＳ２０２）
。ついで、切出された記番号中の各文字の中から基準文字を選択する（ステップＳ２０３
）。この選択した基準文字の横と縦のサイズをＸ0，Ｙ0とする。その後、基準文字以外の
文字のサイズを基準文字のサイズとなるように、Ｘ0／Ｘ（＝Ｙ0／Ｙ）倍に変倍（拡大ま
たは縮小）する（ステップＳ２０４）。
【０１０５】
　たとえば、図７に示される場合、最も右側の最も大きいサイズの文字「１」を基準文字
とすると、この基準文字「１」の大きさにあわせて、他の文字の大きさを拡大する。この
とき、基準文字の横または縦の長さを、拡大する文字の横または縦の長さで割った値で、
文字を変倍する。これにより、図７に示されるように、大きさの一様な文字が配列した記
番号が得られる。以上によって、サイズ変更処理が終了し、処理が図８のフローチャート
に戻る。なお、予め基準文字が決まっていて、その基準文字の大きさになるようにサイズ
変更してもよい。
【０１０６】
　なお、ステップＳ２０１で、「サイズ変更」項目が「なし」の場合（ステップＳ２０１
でＮｏの場合）には、投入された紙幣に印刷されている記番号の各文字のサイズ変更処理
を行わずにそのまま処理が終了して、図８に戻る。
【０１０７】
　つぎに、図１１を用いて、図８のステップＳ１６における記番号認識処理の詳細につい
て説明する。まず、番号認識部１３の文字認識手段１３５は、番号属性情報記憶手段１３
１の番号認識条件中の「所定位置優先」項目が「あり」であるかを判定する（ステップＳ
３０１）。つまり、紙幣の反射画像中の所定の箇所の１つの記番号のみの以下の認識処理
や照合処理を行うのか、または紙幣の反射画像中の複数の記番号について以下の認識処理
や照合処理を行うのかについて判定を行う。
【０１０８】
　「所定位置優先」項目が「あり」である場合（ステップＳ３０１でＹｅｓの場合）には
、所定位置の記番号の文字認識を行う（ステップＳ３０２）。ここで、文字認識手段１３
５は、図９に示される記番号切取処理で切出された記番号の各文字について認識する処理
を行う。
【０１０９】
　その後、文字認識手段１３５は、記番号中の各文字について処理が正常に終了したか否
かを判定する（ステップＳ３０３）。ここで、認識処理が正常に終了したか否かは、すべ
ての文字を正常に認識することができた場合に、認識処理が正常に終了したものとし、そ
れ以外の場合に、認識処理が正常に終了できなかったものとする。
【０１１０】
　認識処理が正常に終了した場合（ステップＳ３０３でＹｅｓの場合）には、ステップＳ
３０２で得られた認識結果を、そのまま制御部１９に通知し（ステップＳ３０４）、記番
号認識処理が終了する。
【０１１１】
　また、認識処理が正常に終了しなかった場合（ステップＳ３０３でＮｏの場合）には、
認識できなかった文字を認識できなかったことを示す所定の文字（たとえば「？」や「＊
」などの文字（以下、リジェクト文字という）に置き換えた結果を、認識失敗として、制
御部１９に通知する（ステップＳ３０５）。その後、記番号認識処理が終了する。
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【０１１２】
　一方、ステップＳ３０１で、「所定位置優先」項目が「なし」である場合（ステップＳ
３０１でＮｏの場合）には、紙幣中（反射画像中）の複数位置の記番号の文字認識処理を
行う（ステップＳ３２１）。この記番号の文字認識処理もステップＳ３０２と同様に記番
号を構成する各文字を認識できるか否かの判定を行う処理である。
【０１１３】
　その後、文字認識手段１３５は複数位置の記番号の文字認識処理が正常に終了したか否
かを判定する（ステップＳ３２２）。複数位置の記番号の文字認識処理が正常に終了した
場合（ステップＳ３２２でＹｅｓの場合）には、文字認識手段１３５は、ステップＳ３２
１での認識結果をそのまま制御部１９に通知し（ステップＳ３２３）、記番号認識処理が
終了する。また、複数位置の記番号の文字認識処理が正常に終了しなかった場合（ステッ
プＳ３２２でＮｏの場合）には、文字認識手段１３５は、認識に失敗した部分をリジェク
ト文字に置き換えた認識結果を制御部１９に通知し（ステップＳ３２４）、記番号認識処
理が終了する。
【０１１４】
　なお、ステップＳ３０２またはステップＳ３２１の記番号の文字認識処理時において、
文字認識手段１３５は、真偽判別条件の文字フォント相違が「あり」となっている場合に
は、金種判別結果に含まれる金種で使用される文字フォントを、番号属性情報記憶手段１
３１の文字フォント識別情報中から取得し、この文字フォントも含めて文字認識処理を行
ってもよい。また、記番号が１つの場合には、その１つの記番号のみを認識する処理が行
われる。
【０１１５】
　つぎに、図１２を用いて、図８のステップＳ１７における複数一致判定処理の詳細につ
いて説明する。まず、番号認識部１３の照合手段１３６の複数番号照合機能１３６２は、
番号属性情報記憶手段１３１の番号認識条件の「所定位置優先」項目が「あり」となって
いるかを判定する（ステップＳ４００）。「所定位置優先」項目が「なし」となっている
場合（ステップＳ４００でＮｏの場合）には、さらに真偽判別条件記憶手段１３２の真偽
判別条件の「複数一致判定」項目が「あり」となっているかを判定する（ステップＳ４０
１）。
【０１１６】
　真偽判別条件の「複数一致判定」の項目が「あり」の場合（ステップＳ４０１でＹｅｓ
の場合）には、複数番号照合機能１３６２は、図１１の記番号認識処理のステップＳ３２
３またはステップＳ３２４の処理で認識が成功した文字の桁のみ（すなわち、リジェクト
文字以外の文字の桁のみ）を用いて、紙幣中の複数位置の記番号の比較を行う（ステップ
Ｓ４０２）。このとき、認識可能な文字のすべてが一致した場合には、その判定結果を一
致とし、すべて一致以外の場合には、その判定結果を不一致とする。なお、この判定時に
おいて、一致／不一致を区別する基準となる複数の記番号間における照合文字数を任意に
変えることもできる。
【０１１７】
　ついで、複数番号照合機能１３６２は、複数の記番号の比較による判定結果が一致した
か否かを判定する（ステップＳ４０３）。判定結果が一致の場合（ステップＳ４０３でＹ
ｅｓの場合）には、投入された紙幣に対して正券であることを示す正券フラグを設定し（
ステップＳ４０４）、記番号の認識結果を正券フラグとともに制御部１９に通知し（ステ
ップＳ４０５）、複数一致判定処理が終了する。
【０１１８】
　また、ステップＳ４０３で判定結果が一致しなかった場合（ステップＳ４０３でＮｏの
場合）には、複数番号照合機能１３６２は、投入された紙幣に対して偽券であることを示
す偽券フラグを設定し（ステップＳ４１０）、記番号の認識結果を偽券フラグとともに制
御部１９に通知し（ステップＳ４１１）、複数一致判定処理が終了する。なお、ステップ
Ｓ４１０で偽券フラグを設定しているが、偽券と断定せずに偽券と疑わしいという意味の
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フラグを設定してもよい。
【０１１９】
　さらに、ステップＳ４０１で一致判定がない場合（ステップＳ４０１でＮｏの場合）に
は、複数番号照合機能１３６２は、図１１のステップＳ３２３またはＳ３２４で得られた
２つの認識結果を制御部１９に通知し（ステップＳ４２１）、複数一致判定処理が終了す
る。なお、ステップＳ４０５，Ｓ４１１，Ｓ４２１で、認識結果を制御部１９に通知する
際に、複数の記番号のうちリジェクト文字数が少ない記番号、すなわち認識できなかった
文字数の少ない記番号についての記番号を結果として通知するようにしてもよい。
【０１２０】
　なお、ステップＳ４００で、「所定位置優先項目」が「あり」である場合（ステップＳ
４００でＹｅｓの場合）には、複数の記番号が読み込まれないので、複数一致判定処理を
行わずにそのまま処理が終了する。また、記番号が１つの場合には、複数一致判定処理は
行われない。
【０１２１】
　つぎに、図１３を用いて図８のステップＳ１８の照合処理の詳細について説明する。ま
ず、照合手段１３６の偽番号照合機能１３６１は、偽券番号記憶手段１３３中の偽券記番
号のうちの１つを選択する（ステップＳ５０１）。このとき選択される偽券記番号は、投
入された紙幣の種類（国や金種など）に対応した記番号が選択される。その後、文字認識
された記番号の各桁の文字と、選択された偽券記番号の各桁の文字とを比較する（ステッ
プＳ５０２）。
【０１２２】
　比較後、偽番号照合機能１３６１は、検査対象の紙幣の記番号において、一致文字数（
マッチング率）以上の文字が偽券記番号の各桁の文字と一致したかを判定する（ステップ
Ｓ５０３）。一致文字数（マッチング率）以上の文字が偽券記番号の文字と一致した場合
（ステップＳ５０３でＹｅｓの場合）には、偽番号照合機能１３６１は、投入された紙幣
が偽券であると判定する（ステップＳ５０４）。なお、ここでは、ステップＳ５０４で偽
券と判定しているが、偽券の疑いがあると判定してもよい。以上により、照合処理が終了
する。
【０１２３】
　一方、一致文字数（マッチング率）未満の文字が偽券記番号の文字と一致した場合（ス
テップＳ５０３でＮｏの場合）には、偽番号照合機能１３６１は、さらに偽券番号記憶手
段１３３中に他の偽券記番号が登録されているかを確認する（ステップＳ５０５）。偽券
番号記憶手段１３３中に他の偽券記番号が登録されている場合（ステップＳ５０５でＹｅ
ｓの場合）には、再びステップＳ５０１に戻り、上述した処理が繰り返し行われる。また
、偽券番号記憶手段１３３中に他の偽券記番号が登録されていない場合（ステップＳ５０
５でＮｏの場合）には、切取られた記番号は登録されているすべての偽券記番号のどれと
も一致しないことになるので、文字認識手段１３５は、投入された紙幣が真券であると判
定する（ステップＳ５０６）。以上で照合処理が終了する。
【０１２４】
　なお、上述した図８の処理において、ステップＳ１７の複数一致判定処理とステップＳ
１８の照合処理とは、その順番を入れ替えて行ってもよいし、同時に並行して行ってもよ
い。また、上述した照合処理において、番号認識条件中の「所定位置優先」が「なし」の
場合には、紙幣中の複数の記番号について照合処理を行ってもよい。さらに、図８に示さ
れるように、ステップＳ１８の照合処理の前に複数一致判定処理が行われる場合には、複
数一致判定処理で複数の記番号が一致した場合にのみ、複数の記番号のうちのいずれかの
記番号について照合処理を行えばよい。
【０１２５】
　なお、この紙葉類処理装置１０において、新たに偽券と識別された紙幣について、その
記番号を紙葉類処理装置１０の偽券の記番号として番号属性情報記憶手段１３１に記憶す
ることも可能である。
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【０１２６】
　本実施例によれば、記番号を用いた紙葉類処理において、紙葉類処理を行う場所などに
応じて記番号の判定基準や判定方法を任意に設定し、また変更することができるという効
果を有する。また、１種類の紙葉類処理装置１０で、複数の国の紙幣または複数の金種の
紙幣に対応することができ、新たな論理開発を行ったり、論理を追加したりする必要がな
いので、紙葉類処理装置１０の開発効率を上げることができるという効果も有する。
【０１２７】
　また、偽券記番号との照合処理において、検査対象となる紙幣が偽券であると判定する
基準である一致文字数を任意に変更することができるので、紙葉類処理装置１０の所有者
または管理者の意向に応じたものとすることができる。
【０１２８】
　さらに、偽券記番号の照合処理において、紙幣に複数の記番号が印刷されている場合に
、複数の記番号間での文字の一致を確認するようにしたので、偽券の切貼りやいたずらを
検出することができるという効果も有する。さらに、１箇所でなく複数の箇所の記番号で
識別を行うため、しみや汚れなどで認識できない文字が記番号中に存在したとしても、他
の位置の記番号で識別を行うことができ、認識率を向上させることができるという効果も
有する。
【０１２９】
　また、大きさが異なる文字からなる記番号の認識処理において、各文字を切出し、セグ
メント化し、等比率のサイズ変更（拡大、縮小）を行うことによって、通常の同じサイズ
の文字からなる記番号における文字認識処理と同じ機構を用いて記番号の認識を行うこと
ができるという効果を有する。
【０１３０】
　さらに、文字フォントの情報を含む偽券記番号を用いて、記番号の識別を行うようにし
たので、世界各国の紙幣の記番号の認識と識別に対応することができるという効果を有す
る。また、認識処理においては、検査対象となる文字フォントとのマッチングを行えばよ
いため、記番号が印刷されている認識エリアの切出処理やセグメント処理のアルゴリズム
は、従来のものと共通のものを使用することができるという効果を有する。
【０１３１】
　また、上述した説明では、紙葉類処理装置の処理対象として紙幣を処理する場合を例に
挙げたが、処理対象として小切手などの他の紙葉類を処理する場合にも同様に行うことが
できる。たとえば、紙葉類処理装置の処理対象として小切手を処理する場合には、紙葉類
の番号として、小切手番号、ＡＢＡ（American　Bank　Association）番号、口座番号な
どを使用することができる。
【産業上の利用可能性】
【０１３２】
　以上のように、本発明にかかる紙葉類処理装置は、紙幣処理装置や小切手処理装置など
に有用である。
【図面の簡単な説明】
【０１３３】
【図１】図１は、本実施例にかかる紙葉類処理装置の機能構成を模式的に示すブロック図
である。
【図２】図２は、紙葉類識別センサ部の構成の一例を模式的に示す図である。
【図３】図３は、番号認識条件の一例を示す図である。
【図４－１】図４－１は、紙幣の一例を模式的に示す図である。
【図４－２】図４－２は、紙幣の一例を模式的に示す図である。
【図５】図５は、記番号が異なる大きさの文字で印刷されている紙幣の一例を模式的に示
す図である。
【図６】図６は、真偽判別条件の一例を示す図である。
【図７】図７は、大きさの異なる記番号の処理の一例を示す図である。
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【図８】図８は、紙葉類処理方法の全体の処理手順の一例を示すフローチャートである。
【図９】図９は、図８中の記番号切取処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【図１０】図１０は、図８中のサイズ変更処理の手順の一例を示すフローチャートである
。
【図１１】図１１は、図８中の記番号認識処理の手順の一例を示すフローチャートである
。
【図１２】図１２は、図８中の複数一致判定処理の手順の一例を示すフローチャートであ
る。
【図１３】図１３は、図８中の照合処理の手順の一例を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【０１３４】
　　１０　紙葉類処理装置
　　１１　紙葉類識別センサ部
　　１２　紙葉類搬送部
　　１３　番号認識部
　　１４　表示部
　　１５　操作部
　　１８　通信Ｉ／Ｆ部
　　１９　制御部
　１１０　第１のラインセンサ
　１１１，１２１　反射用光源
　１１２，１２２　レンズ
　１１３，１２３　受光部
　１１４，１２４　Ａ／Ｄ変換部
　１１５，１２５　遮蔽部
　１２０　第２のラインセンサ
　１２１　反射用光源
　１２３　受光部
　１３０　発光制御部
　１３１　番号属性情報記憶手段
　１３２　真偽判別条件記憶手段
　１３３　偽券番号記憶手段
　１３４　画像処理手段
　１３５　文字認識手段
　１３６　照合手段
　１９１　金種判別手段
　１９２　真偽判別手段
　２００　紙幣
　２１１，２１２，２１３　記番号
１３６１　偽番号照合機能
１３６２　複数番号照合機能
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